（記載例。甲が特定輸入事業者、乙が国内管理人）

国内管理人の業務に係る委託契約書

（経済産業大臣との連絡体制に関する事項）
第一条　甲及び乙は、それぞれ住所及び連絡先（電話番号及びメールアドレス）を変更したときは、遅滞なくその旨を相手方及び経済産業省に通知しなければならない。
２　甲及び乙は、以下のメールアドレスを用いて、１か月に１回を目途に本件業務に関する定期的な連絡を行うこととする。ただし、本件業務に関して重大な事象が生じた場合はこの限りでない。

甲の電話番号：
甲のメールアドレス：

乙の電話番号：
乙のメールアドレス：

３ 甲及び乙は、以下の電話番号を緊急連絡先として指定し、経済産業省の求めがあった場合又は有事の際には速やかに連絡を取り合うものとする。

甲の緊急連絡先：
乙の緊急連絡先：


第二条　本件電気用品について監督官庁から問合せがあった場合、原則として乙が対応するものとする。
２ 乙は監督官庁から問合せがあった場合には、直ちに甲に通知し、必要な情報を直ちに収集し、監督官庁に報告しなければならない。
３ 甲は乙から監督官庁から問合せがあった旨の報告を受けた際は、直ちに必要な情報を乙に提供するとともに、必要に応じて甲自らが監督官庁とやり取りしなければならない。


（届出事業者の輸入に係る特定製品の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置に関する事項）
第三条　甲及び乙は、国内又は海外において本件電気用品について事故が生じたことを知ったときは、相手方に報告するとともに、監督官庁に報告し、対応方針の相談をするものとする。
２　甲及び乙は、本件電気用品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体若しくは財産に損害を与えた場合又はそのおそれのある場合は、直ちに相手方及び監督官庁に報告しなければならない。
３　甲は、本件電気用品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体若しくは財産に損害を与えた場合又はそのおそれのある場合は、本件電気用品の欠陥の原因の究明及び除去並びに損害発生の防止のために必要な措置をとらなければならない。この場合において、乙は当該措置に協力しなければならず、監督官庁との協議を行うほかその解決のために真摯に対応するものとする。


（届出事業者から国内管理人に対する、電気用品安全法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び電気用品安全法施行規則第３４条の２の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限の付与に関する事項）
第四条　甲は、乙に対し、電気用品安全法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び電気用品安全法施行規則第３４条の２の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与する。


（検査記録や適合性証明書の写しの提供及び保存に関する事項）
第五条　甲は、乙に対して、甲の輸入に係る前項の本件電気用品の検査記録の写し（本件電気用品が特定電気用品の場合には、検査記録の写しのほか、適合性検査に係る証明書又は適合同等証明書の写し）を提供しなければならない。
２　乙は、次条第３項の規定に基づき甲から提供を受けた検査記録の写し（本件電気用品が特定電気用品の場合には、検査記録の写しのほか、適合性検査に係る証明書又は適合同等証明書の写し）を保存しなければならない。
３　乙は、検査記録又は適合性検査に係る証明書若しくは適合同等証明書の写しについて、電磁的方法により記録することにより作成し、保存するものとする。


（報告徴収、立入検査及び製品の提出に関する事項）
第六条　乙は、電気用品安全法第４５条第１項及び特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則の各条項に基づいて、必要な事項を適時に経済産業省に報告しなければならない。
２　甲は、乙からの求めがある場合には、本件電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに本件電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他本件電気用品の輸入の業務に関する甲の業務に関する事項に関して、遅滞なく乙に報告しなければならない。
３　甲は、乙に対する立入検査の実施日において、乙又は経済産業省若しくは独立行政法人製品評価技術基盤機構と適時に連絡がとれるようにしておかなければならない。
４　甲は、甲又は乙が電気用品安全法第４６条の２第１項の規定に基づく電気用品の提出を命じられた場合には、その提出に協力しなければならない
